
規

則 

 

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
三
号 

 
 

 

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
第
三
項
中
「
及
び
農
業
協
同
組
合
中
央
会
」
を
削
る
。 

 

第
五
条
第
四
号
中
「
農
業
協
同
組
合
中
央
会
及
び
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会
」
を
「
連
合
会

（
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附

則
第
十
三
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
及
び
信
用
事
業
を
行
う

も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
の
八
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
の
見
出
し
中
「
承
認
申
請
」
の
下
に
「
及
び
届
出
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十

一
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
十
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
の

七
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
十
七
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
一
条
の
七
第
四

項
」
を
「
第
十
一
条
の
十
七
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
の
見
出
し
中
「
承
認
申
請
」
の
下
に
「
及
び
届
出
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十

一
条
の
二
十
三
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
四
十
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。 

２ 

組
合
は
、
法
第
十
一
条
の
四
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
信
託
規
程
の
変
更
の
承
認
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

一 

信
託
規
程
の
変
更
の
理
由
書 

 

二 

新
旧
条
文
を
対
照
し
た
書
類 

 

三 

総
会
議
事
録
抄
本 

 

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

組
合
は
、
法
第
十
一
条
の
四
十
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
信
託
規
程
を
変
更
し
た
場
合
の
届

出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
次
に
掲
げ
る
書
類
を
、
廃
止
し
た
場
合
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
届
出
書
に
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

信
託
規
程
の
変
更
又
は
廃
止
の
理
由
書 

 

二 

新
旧
条
文
を
対
照
し
た
書
類 



 

三 

総
会
議
事
録
抄
本 

 

第
十
条
の
見
出
し
中
「
承
認
申
請
」
の
下
に
「
及
び
届
出
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十

一
条
の
二
十
九
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
四
十
八
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六

条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
一
条
の
二
十
九
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
四
十

八
第
三
項
」
に
改
め
、
「
又
は
廃
止
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
一
条
の
四
十
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
が
宅
地
等
供

給
事
業
実
施
規
程
の
変
更
又
は
廃
止
を
し
た
場
合
に
お
け
る
届
出
に
準
用
す
る
。 

 

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
承
認
申
請
」
の
下
に
「
及
び
届
出
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
第

十
一
条
の
三
十
二
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
五
十
一
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第

十
一
条
の
三
十
一
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
五
十
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十

一
条
の
三
十
二
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
五
十
一
第
三
項
」
に
改
め
、
「
、
廃
止
の
承
認
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
を
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
又

は
廃
止
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
一
条
の
五
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
が
農
業
経

営
規
程
の
変
更
又
は
廃
止
を
し
た
場
合
に
お
け
る
届
出
に
準
用
す
る
。 

 

第
十
二
条
を
削
り
、
第
十
一
条
の
四
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
の
三
第
一
項
中
「
農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
令
第
二

十
七
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
」
を
「
規
則
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
の
四
と
し
、

第
十
一
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
理
事
の
定
数
の
過
半
数
を
認
定
農
業
者
等
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
の
承
認
申
請
） 

第
十
一
条
の
三 

組
合
は
、
農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
令
第
二
十

七
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
の
承
認
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

一 

正
組
合
員
で
あ
る
認
定
農
業
者
の
数
が
確
認
で
き
る
書
類 

 

二 

選
挙
又
は
選
任
に
著
し
い
困
難
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
該
当
す
る
理
由
書 

 

第
十
六
条
中
「
議
決
」
を
「
決
議
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
一
条
第
三
項
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
法
第
四
十
九
条
第
二
項
又
は
第
五
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
手
続
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。 

 

第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「
第
三
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
第
三
条
の
五
第
五
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
三
十
二
条
第
五
項
た
だ
し
書
」
に
改

め
る
。 

 

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
議
決
」
を
「
決
議
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
十
四
条
第
四

項
」
を
「
第
六
十
四
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次



の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

組
合
は
、
法
第
六
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

届
出
書
に
総
会
の
議
事
録
謄
本
及
び
解
散
の
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
の
ほ
か
、
前
項
第

一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
解
散
組
合
の
継
続
の
届
出
） 

第
二
十
三
条
の
二 

組
合
は
、
法
第
六
十
四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
継
続
の
届
出
を
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
総
会
の
議
事
録
謄
本
及
び
継
続
の
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明

書
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

継
続
の
理
由
書 

 

二 

定
款
及
び
継
続
後
の
事
業
計
画
書 

 

第
二
十
四
条
の
三
中
「
第
七
十
二
条
の
十
三
第
二
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
」

に
改
め
る
。 

 

第
二
十
四
条
の
四
中
「
第
七
十
二
条
の
十
六
第
四
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
二
第
四
項
」

に
改
め
る
。 

 

第
二
十
四
条
の
五
中
「
第
七
十
二
条
の
十
七
第
二
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
四
第
二
項
」

に
改
め
、
「
届
出
書
に
」
の
下
に
「
総
会
の
議
事
録
謄
本
（
法
第
七
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た
場
合
に
限
る
。
）
の
ほ
か
、
」

を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
書
類
」
の
下
に
「
（
法
第
七
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四

号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

四 

解
散
の
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
（
法
第
七
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た
場
合
を
除
く
。
） 

 

第
二
十
四
条
の
六
中
「
第
七
十
二
条
の
十
八
第
三
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
五
第
三
項
」

に
改
め
る
。 

 

第
二
十
四
条
の
七
中
「
第
七
十
二
条
の
十
八
の
十
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
十
四
」
に
改
め
、

同
条
第
三
号
中
「
第
七
十
二
条
の
十
八
の
六
又
は
第
七
十
二
条
の
十
八
の
八
」
を
「
第
七
十
二
条

の
四
十
又
は
第
七
十
二
条
の
四
十
二
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
解
散
農
事
組
合
法
人
の
継
続
の
届
出
） 

第
二
十
四
条
の
八 

農
事
組
合
法
人
は
、
法
第
七
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十

四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
継
続
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
総
会
の

議
事
録
謄
本
及
び
継
続
の
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

継
続
の
理
由
書 



 

二 

定
款
及
び
継
続
後
の
事
業
計
画
書 

 

第
二
十
五
条
の
見
出
し
中
「
出
資
農
事
組
合
法
人
の
」
を
「
出
資
組
合
又
は
出
資
農
事
組
合
法

人
の
株
式
会
社
へ
の
」
に
改
め
、
同
条
中
「
出
資
農
事
組
合
法
人
は
」
を
「
出
資
組
合
（
法
第
十

条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
十
号
の
事
業
を
行
う
組
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
出
資
農
事
組
合
法
人
は
」
に
、
「
第
七
十
三
条
の
十
二
」
を
「
第
七
十
三
条
の
十
」
に
改
め
、

「
届
出
書
に
」
の
下
に
「
総
会
の
議
事
録
謄
本
の
ほ
か
、
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
出
資
農

事
組
合
法
人
の
解
散
の
」
を
「
出
資
組
合
又
は
出
資
農
事
組
合
法
人
の
組
織
変
更
の
登
記
に
係
る
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

三 

法
第
七
十
三
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
二
項
又
は
第
五
十
条 

 
 

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

 

第
二
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
非
出
資
組
合
又
は
非
出
資
農
事
組
合
法
人
の
一
般
社
団
法
人
へ
の
組
織
変
更
の
届
出
） 

第
二
十
五
条
の
二 

非
出
資
組
合
又
は
非
出
資
農
事
組
合
法
人
は
、
法
第
八
十
条
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
七
十
三
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
組
織
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出

書
に
総
会
の
議
事
録
謄
本
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

一 

非
出
資
組
合
又
は
非
出
資
農
事
組
合
法
人
の
組
織
変
更
の
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書 

 

二 

組
織
変
更
計
画
書 

 

三 

法
第
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
二
項
又
は
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定 

 
 

に
よ
る
手
続
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

 

第
二
十
六
条
中
「
議
決
」
を
「
決
議
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
八
条
第
二
項
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
三
号
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
条
に
規
定
す
る
存
続
中
央
会
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
存
続
中
央
会
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
第
一
条
第
三
項
、

第
五
条
第
四
号
及
び
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
存
続
中
央
会
が
解
散
し
た
場
合
又
は
改

正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
そ
の
清
算
結
了
の
登
記
の
時
、
改
正
法
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
組
織
変
更
を
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
組
織
変
更
の
効
力
が
生
ず
る
時
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 


